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＜資料１＞

令和８年度介護報酬改定について

令和８年６月23日

伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課



１．介護報酬改定の概要

①処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者

に拡大する。

②処遇改善加算において、生産性向上や協働化に取り組む事業

者に対する上乗せの加算区分を設ける。

③訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等につ

いて、新たに処遇改善加算を設ける。

④介護保険施設等における食費の基準費用額について、１日当

たり100円引き上げる。



２．介護職員等処遇改善加算の拡充①



２．介護職員等処遇改善加算の拡充②



２．介護職員等処遇改善加算の拡充③



３．基準費用額の見直し



４．補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み（R8.8～）



５．人員基準欠如による減算の猶予について（R8.6～）

(1)背景

・急病、退職などで一時的に人員基準を満たさないケースが全

国で発生。

・自治体判断に差があったため、全国統一の基準を明確化。

(2)猶予期間

・人員欠如の割合が１割以内の場合のみ、発生月の翌々月ま

で減算の適用を猶予する。

＊これまでは翌々月から減算が適用



５．人員基準欠如による減算の猶予について（R8.6～）

(3)適用要件（すべてに該当する場合に適用）

・やむを得ない事情であること。

・ハローワーク等を活用し職員の確保に努めていること。

・採用情報をウェブサイトで公表するなど積極的に取り組む。

・一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過

度な業務負担とならないよう適正管理を行い、利用者への影

響を最小限にする措置を講じること。

・人員欠如発生月の翌月までに、伊賀市に別紙様式11により

報告を行うこと。



５．人員基準欠如による減算の猶予について（R8.6～）

(4)やむを得ない事情の例

・職員や家族の突発的な体調不良等により、１か月を超える不

在が見込まれる場合。

・職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合。

(5)その他

・適用は１年に１回限り。人員欠如の発生月の翌々月の初日か

ら起算して１年。

・ウェブサイトでの公表は、自己のホームページがある場合。



６．協力医療機関連携加算の見直しについて（R8.6～）

(1)背景

・現場から「月1回の会議開催は負担が大きい」との声が多数

→ 特養の46.3%、老健の52.9%が算定できない理由として

「会議負担」を回答

・医療側の診療報酬でも会議頻度が緩和

→ 介護側も歩調を合わせて要件を見直し

・目的：現場負担を軽減しつつ、医療と介護の連携を維持・強

化するため



６．協力医療機関連携加算の見直しについて（R8.6～）

(2)主な見直しポイント

◆会議開催頻度の大幅な緩和

区 分 改正前
改正後

（R8年6月～）

基本要件 概ね月１回以上 年３回以上

ICTで入所者情報を随時確認できる体制
あり

年３回以上 年１回以上

ICTなしでも、入院2件以上 or 往診2件以
上/年

ー 年１回以上



６．協力医療機関連携加算の見直しについて（R8.6～）

(3)年１回にできる具体的な要件

①ICT活用による「随時確認できる体制」

・医療情報連携ネットワークを活用し、協力医療機関が、施

設側の医師等が記録した「診療情報・急変時の対応方針・

入所者の状態」を随時閲覧できる状態。

・施設側は、入所者情報を月1回以上更新。

変化がない場合も「変化なし」として月1回提供が必要。

②協力医療機関への入院が年２件以上、または、協力医療機関

からの往診が年２件以上。



６．協力医療機関連携加算の見直しについて（R8.6～）

(4)実務で特に注意すべきポイント

・令和８年６月算定分から適用。

・ICT活用の場合の「月１回更新」を忘れない。情報更新がな

ければ「随時確認できる体制」と認められない。

・年１回に緩和されても、医療依存度が高い入所者がいる場合

は、必要に応じて会議頻度を増やすことが望ましい。
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別紙様式 11 

 

〒

電話番号

E-mail

介護職員 看護職員 医師

　 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

　 介護支援専門員 薬剤師

年 月

年 月

医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者認定制度による適正認定事業者の利用

一部の職員の過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図っている。

（注）指定等権者への報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。

職員の確保に係る取組の状況
（該当するすべてに「✔」を選択すること。）

職業安定法（昭和22年法律第141号）第８条に定める公共職業安定所
の活用

職業安定法（昭和22年法律第141号）第33条に定める都道府県ナース
センター、福祉人材センター等の無料職業紹介事業の活用

民間職業紹介事業者の利用状況

民間職業紹介事業者の利用

これまでのやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出状況

今回の届出より以前に届出を行ったことがある

該当する場合、人員欠如が発生した最初の月
(複数回該当する場合は直近の届出について記載）

３．職員確保の取組

２．人員基準欠如の状況

欠員となった職員
（該当するすべての職種に「✔」を選択すること。）

人員欠如の発生月

上記を満たさなくなったやむを得ない事情の概要

介護保険事業所番号

連絡先

記載者名

やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類

１．基本情報

事業所名

事業所住所



＜資料２＞

令和６年度介護報酬改定における

経過措置等について

令和８年６月23日

伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課



【経過措置期間の終了】：令和9年3月31日まで

１ 協力医療機関との連携体制の構築

２ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置



＜令和６年度介護報酬改定に伴う経過措置一覧＞

対象サービス

内 容

地域密着型（介護予防）サービス
居
宅
介
護
支
援

介
護
予
防
支
援

総合事業

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

(

予
防)

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

(

予
防)

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

(

予
防)

認
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症
対
応
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共
同
生
活
介
護

地
域
密
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介
護
老
人
福
祉
施
設

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

１
R9.4.1~
義務化

協力医療機関との連携体制の構築 ●

２ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保・・・ ● ● ● ●



【１．協力医療機関との連携体制の構築】

※入所者の病状の急変等に備えるため、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関

を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定める

ことにより、当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

❶ 入所者(利用者)の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を常時確保していること。

❷ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

❸ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関

その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則

として受け入れる体制を確保していること。（❸は病院に限る）



（留意事項）

① 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等

の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の

指定を行った自治体に提出しなければならない。

② 入所者(利用者)が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可

能となった場合においては、速やかに再入所(入居)させることができるように努めること。

◎令和９年３月３１日まで経過措置あり

※認知症対応型共同生活介護（グループホーム）においては、前頁の❶及び❷が

努力義務となっています。



【２．利用者の安全並びに介護サービスの質の確保
及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会の設置】

※業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上

に資する取組の促進を図るため、当該事業所における利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会を定期的に開催することが義務

付けされます。

◎令和９年３月３１日まで経過措置あり



＜資料３＞

介護支援専門員等の在宅介護従事者の
安全確保の徹底について

令和８年６月23日

伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課



１．背景

埼玉県川口市において、介護支援専門員

が利用者宅訪問中に危害を受け死亡する事

件が発生。

詳細は捜査中だが、在宅介護従事者の安全

確保を徹底する必要性が改めて示された。



２．介護サービス事業者が講ずべき安全確保策
(1)深刻なトラブルが想定されるケースへの対応

・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」等で事業者が講ず

るべき望ましい措置を明確化済み。

・令和7年6月成立の法改正により、カスタマーハラスメント防止のための雇用管理

上の措置が全事業主に義務化（令和8年10月施行）。

(2)事業者が整備すべき体制

・個々の職員任せにせず、組織として対応体制を構築することが必須。

例：リスク要因の把握、ハラスメント対応方針の策定、対応手順の整備。

・地域全体で対応できる体制づくりが重要。様々な関係機関と日頃から連携してお

くこと

・個々の事業所だけで対応困難なケースに備え、相談・連携ルートを確保しておく。



３．国による支援

(1)ハラスメント対策への支援

・「地域医療介護総合確保基金」により、自治体が実施する研修・相

談窓口設置等への助成を実施。

(2)複数名訪問の経費支援

・介護支援専門員の安全確保のため、同行訪問（複数名訪問）の経費

を補助する事業を予算化。

・対象事業：「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」

└ その中の「介護支援専門員業務負担軽減支援事業」で活用可能。



４．参考資料

・厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マ

ニュアル」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.ht
ml

・日本介護支援専門員協会による声明文（別添）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html


５．まとめ

・在宅訪問は危険を伴う可能性があることを前提に、

組織的な安全対策を徹底すること。

・ハラスメント防止措置は令和8年10月から義務化。

早期に体制整備を進めること。

・地域包括支援センター・保険者・警察等との連携

ルートを明確化しておくこと。

・同行訪問が必要なケースでは、国の補助事業を積極

的に活用すること。
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（別添） 

 

 



＜資料４＞

オンライン申請について

令和８年６月23日

伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課



令和２年１２月に総務省が策定した「自治体ＤＸ推進計画」の
方針に基づき、令和５年度から介護保険の以下の手続きについて
オンライン申請を導入しています。

①要介護・要支援認定の申請（新規・更新・区分変更・転入）

②居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出

③介護保険被保険者証等の再交付申請

④高額介護（予防）サービス費の支給申請

⑤介護保険負担限度額認定申請

⑥福祉用具購入費支給申請（償還払・受領委任払）

⑦送付先変更届（令和８年４月～追加）



＜オンライン申請の方法について＞

①伊賀市ホームページの下記画面から



＜オンライン申請の方法について＞

②「伊賀市役所デジタル行政サービス」をクリックする。



＜オンライン申請の方法について＞

③「ポチッと申請！オンライン申請へ►►」をクリックする。



＜オンライン申請の方法について＞

④「カテゴリー検索」で介護保険を選択する。



＜オンライン申請の方法について＞

⑤申請の入力にあたり、次のどちらかの方法でログインする必要

があります。

(1) Graffer（ｸﾞﾗﾌｧｰ）のアカウントを取得しログインする。

アカウントを取得すると、申請の一時保存や申請履歴の確認

が可能になります。

・メールアドレス、Google、LINEのいずれかで登録。

(2) メールアドレスの認証を行いログインする。



＜オンライン申請の方法について＞

⑥添付書類等は、写真撮影のうえ画像を添付してください。

＊介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、身元確認書類等。

⑦原本の提出が必要なものは、後日、郵送等により提出してください。

⑧申請後、受付されれば、登録されたメールアドレスへ「受付しま

した」とメールで通知が届きます。

⑨申請内容に不備や誤りがある場合は、「差し戻し」や「取下げ」など

の通知がメールで届きますので、その場合は再度申請が必要です。

⑩申請手続きが完了した際には、「完了しました」との通知がメールで

届きます。



介護情報基盤の導入と運用の進め方

～2026年4月開始・介護DXによる業務効率化に向けて～

２０２６（令和８）年６月２３日

伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課

【資料５】



１．介護情報基盤とは？（概要）

介護情報基盤とは：
国（国保中央会）が構築・運営する介護情報の全国的な共有ネットワーク。

目的：
紙や電話、FAXで行っていたやりとりをデジタルに一元化。

スケジュール：
2026年4月～：準備が完了した自治体から順次運用開始。
（伊賀市では2027（令和９年）４月運用開始予定）
2028年4月まで：全自治体で本格運用（義務化・完了予定）。

→つまり、介護情報基盤とは、これまでバラバラだった自治体、医療機関、
介護事業所のデータを国の中央システムでつなぐ新しいインフラになります。



２．集約されるデータと関係機関

連携先と共有される主な情報

★市町村（自治体）：介護保険証情報、要介護認定情報、住宅改修費

★医療機関 ：主治医意見書（電子的送付）

★介護事業所 :ケアプラン情報、LIFE情報、介護レセプト

★利用者・家族 :マイナポータル経由での自身の介護情報閲覧

→市町村が持つ認定情報や、医療機関が作成する主治医意見書を、システム上で
タイムリーに確認できるようになります。」



３．介護事業所における3つのメリット

① いつでも最新情報を確認
要介護認定の進捗や結果を、市町村への問い合わせなしで即座に把握できます。

② やり取りの負担を大幅に削減
利用者宅での保険証確認、紙のやり取り、FAX送信の手間をカットできます。

③ ケアの質向上
情報収集の効率化により、本来の「利用者に寄り添う業務」に時間を割くことができます。

→つまり、『情報待ちの時間』の削減により、ケアプランの作成やサービス調整が
スムーズになります。



４．現場での確認・運用の流れ

★窓口・訪問時での本人確認（いずれかの方法）
利用者のマイナンバーカードをカードリーダーで読み取る。提示された被保険者証の番号をシステムに

入力する。

★情報の閲覧
パソコン等の端末から「介護保険資格確認等WEBサービス（介護WEBサービス）」にログインして確認する。

→現場では、利用者のマイナンバーカードを読み取るか、従来の被保険者証の番号を
WEBシステムに入力することで、本人の同意のもと介護情報を閲覧することになりま
す。
閲覧には専用のWEBサービスを使用します。



５．導入準備のためのステップ

ステップ1：利用環境の整備
インターネットに接続できるPC・端末を用意する。また、マイナンバーカード読み取り用のカードリーダー
を選定し購入する。

ステップ2：システム設定
安全な接続のための「クライアント電子証明書」をインストールする。また、マイナ資格確認アプリの設
定やユーザー権限の付与を行う。

ステップ3：自治体の状況確認
管轄の市町村の「接続開始時期」を介護情報基盤ポータル等で確認する。

→事業所側で行う準備として、端末の用意、対応カードリーダーの購入、セキュリティを担保するための電子
証明書のインストールが必要です。自法人のシステム担当者やベンダーと相談をお願いします。



６．導入費用の助成金制度について

対象経費：
カードリーダー購入費、接続サポート等経費（ベンダー設定費用など）等

※詳細は介護情報基盤ポータルサイトにてご確認下さい。

助成限度額等：
事業所の形態（①訪問・通所・短期滞在系②居住・入所系③その他）により変わります。
※詳細は介護情報基盤ポータルサイトにてご確認下さい。

申請窓口：
介護情報基盤ポータルより申請をお願いします。
※申請期間は令和８年５月７日～令和９年３月１２日（予定）



７．今後のアクション等について

事業所様におかれましては、導入に向けて以下の点についてご確認願います。

１．機器（PC・カードリーダー）の要件確認と手配。

２．ベンダーへのシステム対応・設定費用の見積もり依頼。

３．助成金申請のスケジュール組み。

※現状では、伊賀市にも介護情報基盤ポータルサイトに記載されている情報以外の
ものは、国から示されておりませんが、情報が出たら事業所様にも共有いたします。
※その他詳細については介護情報基盤ポータルサイト（https://www.kaigo-
kiban-portal.jp/）をご覧ください。

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/
https://www.kaigo-kiban-portal.jp/


様式第６号（第 11 条関係） 

介護保険 要介護・要支援認定 申請書 

□新規(□要支援からの変更) □更新 □区分変更 

 

提

出

者 

氏 名 
※被保険者本人が申請する場合は記入不要 

本人との続柄  

代行者名称 

該当に○(地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院) 

住 所 
〒      □被保険者本人と同じ 
 

電話番号 
 

主治医 

医療機関名  主治医氏名  

所 在 地 
〒 

電話番号 

第二号被保険者（４０歳から６４歳の医療保険加入者）のみ記入 

特定疾病名  

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定にかか

る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、主治医意見書、伊賀市が提供を受けた介護サービス計画及び介

護予防サービス計画並びに居宅サービス事業者又は介護保険施設の関係人が取得した心身の状況等の情報を、伊賀市

から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設、

介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者の関係人、介護予防・日

常生活支援総合事業を行う者、主治医意見書に係る医師又は認定調査に従事した調査員に提示する（地域支援事業と

して介護情報基盤経由で電子的に行う場合を含む。）ことに同意します。 

 

（申請先）伊賀市長 

次のとおり申請します。 

 

申請年月日     年  月  日 

被 
 
 

保 
 
 

険 
 
 

者 

介護保険 

被保険者番号 
          個人番号 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

医

療

保

険 

保険者名  保険者番号  

被保険者 

記号・番号 
記号  番号  枝番  

フリガナ  
生 年 月 日 

大・昭    年  月  日 

（    歳） 
氏  名  

性 別 男 ・ 女 

住  所 

〒 

 

電話番号 

前回の要介護 

 

認定の結果等 

＊要介護・要支

援更新認定の場

合のみ記入 

要介護度状態区分 要支援 １ ２ 要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

有効期間 年  月  日 から    年  月  日 

※１４日以内に

他自治体から 

転入した者のみ

記入 

転入元自治体（市町村）名〔            〕 

現在、転入元自治体に要介護・要支援認定を申請中ですか。 

（既に認定結果通知を受け取っている場合は、「いいえ」を選択してください）  はい ・ いいえ 

  「はい」の場合、申請日    年  月  日 

過去６月間の介護保

険施設・医療機関等

の入院・入所の有無 

介護保険施設・医療機関等の名称・所在地 
期間  年  月  日 ～  年  月  日 

介護保険施設・医療機関等の名称・所在地 
期間  年  月  日 ～  年  月  日 

有 ・ 無 

本人署名                   

 

 

（受付印） 



訪問調査にあたり、下記の□にチェック（レ点）を付けた上、必要事項をご記入下さい。 

申請理由 

（新規申請・変更申請の場合） 

 

 

 

 

 

○訪問調査日として都合の悪い日・悪い時間等をお聞きします。 

   [土・日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日は実施しておりません。] 

     □いつでもよい 

     □通院やデイサービス利用日等で都合の悪い日、悪い曜日 

                                    

   [実施時間は、９：００、１０：３０、１３：３０、１５：００ です] 

     □いつでもよい    

□都合の悪い時間帯がある（上記実施時間に×をつけてください） 

○訪問調査先について  

 □自宅            (       )団地・アパート(   )階（  号棟） 

□施設 □入所中          施設名                   

    □短期入所（ショートステイ）施設名         ［利用期間］    ～      

□入院先の病院 (  月  日から入院)         病院     病棟     号室 

    退院の目途    □有り   いつ頃        月      日頃 

             □無し 

    主治医の許可   □有り 

             □無し ←許可をもらってから調査日程を決めますので、 

まずは入院先の主治医もしくは看護師と相談してください。 

□その他（自宅以外）  場所名                         

○調査時の立会いの有無について  

    □有り 氏名               （本人との関係：    ） 

    □無し 理由                             
[当日、調査対象者の方の状態や介護の様子をありのまま調査させて頂き、普段の様子もお聞きします。 

ご本人や介護されている方が、普段困っていることなどを具体的にお伝えください。] 

＊調査時間：約 1時間です。「途中でしんどくなった」場合は、遠慮なく教えてください。 

＊調査項目に確認動作（手を上げるなど）があり、無理のない範囲で行っていただきます。 
◆お願い◆ 

調査日までに、あらかじめ調査員に伝えておきたいことがありましたら、 

申請時の窓口でおきかせいただくか、調査前日までにお電話ください。[認定調査係 TEL２６－３９４１] 

○申請及び調査に関することについての連絡先   

□本人  □立会者  □家族（続柄:      ）□その他（関係:      ）                 

氏  名                   

電  話      －     －      ＊調査日時の確認の電話 □希望する □不要 

携帯電話      －     －      

連絡場所(施設、職場等)                      （         ） 

市 役 所 整 理 欄 

申請 

入力 
資格者証 

被保険者証 

回収 

被保険者証 

未回収処理 
調査予約 調査通知 

調査日時 

調査員名： 

チェック 

項目 

ダブル 

チェック 

㊞ 

□手渡し 

□郵送 

□済    □再交付申請済 

□未 ⇒  □調査時回収 

      □後日持参 
㊞ 

施 

設 

委 

託 

□手渡し 

□郵送 
  月  日（  ） 

□調査日時 

□相談メモ 
㊞ 

    ：   ～ 



様式第６号（第 11 条関係） 

介護保険 要介護・要支援認定 申請書 

□新規(□要支援からの変更) □更新 □区分変更 

 

提

出

者 

氏 名 
※被保険者本人が申請する場合は記入不要 本人との続柄 

 

代行者名称 

該当に○(地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院) 

住 所 
〒      □被保険者本人と同じ 
 

電話番号 
 

主治医 

医療機関名  主治医氏名  

所 在 地 
〒 

電話番号 

第二号被保険者（４０歳から６４歳の医療保険加入者）のみ記入 

特定疾病名 ※65歳未満で 2号認定を受ける方は特定疾病名を必ずご記入ください。 

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定にかか

る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、主治医意見書、伊賀市が提供を受けた介護サービス計画及び介

護予防サービス計画並びに居宅サービス事業者又は介護保険施設の関係人が取得した心身の状況等の情報を、伊賀市

から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設、

介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者の関係人、介護予防・日

常生活支援総合事業を行う者、主治医意見書に係る医師又は認定調査に従事した調査員に提示する（地域支援事業と

して介護情報基盤経由で電子的に行う場合を含む。）ことに同意します。 

 

（申請先）伊賀市長 

次のとおり申請します。 

 

申請年月日     年  月  日 

被 
 
 

保 
 
 

険 
 
 

者 

介護保険 

被保険者番号 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 個人番号 ＊ 

＊ 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

医

療

保

険 

保険者名 三重県後期高齢者医療広域連合 保険者番号  

被保険者 

記号・番号 

記号 
 番号 

1111111 
枝番  

フリガナ イガ ハナコ 
生 年 月 日 

大・昭 ○○ 年○○月○○日 

（ ○○ 歳） 
氏  名 伊賀 花子 

性 別 男 ・ 女 

住  所 

〒518-0000 

伊賀市四十九町●●番地 
電話番号 0595-26-0000 

前回の要介護 

 

認定の結果等 

＊要介護・要支

援更新認定の場

合のみ記入 

要介護度状態区分 要支援 １ ２ 要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

有効期間 年  月  日 から    年  月  日 

※１４日以内に

他自治体から 

転入した者のみ

記入 

転入元自治体（市町村）名〔            〕 

現在、転入元自治体に要介護・要支援認定を申請中ですか。 

（既に認定結果通知を受け取っている場合は、「いいえ」を選択してください）  はい ・ いいえ 

  「はい」の場合、申請日    年  月  日 

過去６月間の介護保

険施設・医療機関等

の入院・入所の有無 

介護保険施設・医療機関等の名称・所在地 
期間  年  月  日 ～  年  月  日 

介護保険施設・医療機関等の名称・所在地 
期間  年  月  日 ～  年  月  日 

有 ・ 無 

本人署名                   

 

 

（受付印） 

本人署名   伊賀 花子            

      代筆  伊賀 太郎       

 

やむを得ない理由で本人が署名
できない場合は、本人に同意の意
思を確認し、申請者が代筆署名し
てください。 

主治医の診察を受けていますか？ 

数ヶ月受診されていないと､主治医意見書の作

成ができない場合があります｡その場合､受診
のお願いの連絡をさしあげることがあります。 

申請区分を☑ 

医療保険の内容を記入 

介護保険被保険者証
に記載された10ケタ
の番号を記入 

過去 6ヶ月間に、介護保険施
設等に入所・入院されている

場合は記入 

提出者（来庁する人または郵送する人）を記入 
＊代行の場合は、事業所名・住所、提出者の氏名
を記入 

☆申請時に必要なもの☆ 
・介護保険被保険者証 
（郵送の場合も原本を同封） 
・医療保険の内容が分かるもの 
（資格確認書など） 

更新の場合は、 
前回の認定結果を記入 

介護認定を受けるために、 

現在のご本人の状態をよく分かっ

ている医師 を記入してください。 

記入された医師へ市役所から意見

書記入の依頼をします。 



訪問調査にあたり、下記の□にチェック（レ点）を付けた上、必要事項をご記入下さい。 

申請理由 

（新規申請・変更申請の場合） 

（新規）足腰が弱り外出の機会が減ったので、デイサービスを利用したい。   

（新規）一人暮らしで家事ができにくくなったため、ホームヘルパー希望。 

（変更）脳梗塞で入院中。寝たきりになり自宅での介護難しく施設入所希望。 

（変更）認知症が進行し、ショートステイや入浴サービスを増やしたい。 

○訪問調査日として都合の悪い日・悪い時間等をお聞きします。 

   [訪問調査は、土・日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日は実施しておりません。] 

     □いつでもよい 

     ☑通院やデイサービス利用日等で都合の悪い日、悪い曜日 

        水曜日はデイサービス、○月○日は通院                   

   [実施時間は、９：００、１０：３０、１３：３０、１５：００ です] 

     □いつでもよい    

☑都合の悪い時間帯がある（上記実施時間に×をつけてください） 

○訪問調査先について  

 □自宅            (       )団地・アパート(   )階（  号棟） 

□施設 □入所中          施設名                   

    □短期入所（ショートステイ）施設名         ［利用期間］    ～      

☑入院先の病院 ( 〇月 〇日から入院)    ○○総合 病院  ○○ 病棟 ○○○ 号室 

    退院の目途    ☑有り   いつ頃    〇 月 中旬   日頃 

             □無し 

    主治医の許可   ☑有り 

             □無し ←許可をもらってから調査日程を決めますので、 

まずは入院先の主治医もしくは看護師と相談してください。 

□その他（自宅以外）  場所名                         

○調査時の立会いの有無について  

    ☑有り 氏名  伊賀 太郎        （本人との関係： 夫  ） 

    □無し 理由                             
[当日、調査対象者の方の状態や介護の様子をありのまま調査させて頂き、普段の様子もお聞きします。 

ご本人や介護されている方が、普段困っていることなどを具体的にお伝えください。] 

＊調査時間：約 1時間です。「途中でしんどくなった」場合は、遠慮なく教えてください。 

＊調査項目に確認動作（手を上げるなど）があり、無理のない範囲で行っていただきます。 
◆お願い◆ 

調査日までに、あらかじめ調査員に伝えておきたいことがありましたら、 

申請時の窓口でおきかせいただくか、調査前日までにお電話ください。[認定調査係 TEL２６－３９４１] 

○申請及び調査に関することについての連絡先   

□本人  ☑立会者  □家族（続柄:      ）□その他（関係:      ）                 

氏  名    伊賀 太郎          

電  話    ０５９５－ ２６  －○○○○   

携帯電話    ０９０ －○○○○－○○○○   

連絡場所(施設、職場等)                      （         ） 

市 役 所 整 理 欄 

申請 

入力 
資格者証 

被保険者証 

回収 

被保険者証 

未回収処理 
調査予約 調査通知 

調査日時 

調査員名： 

チェック 

項目 

ダブル 

チェック 

㊞ 

□手渡し 

□郵送 

□済    □再交付申請済 

□未 ⇒  □調査時回収 

      □後日持参 
㊞ 

施 

設 

委 

託 

□手渡し 

□郵送 
  月  日（  ） 

□調査日時 

□相談メモ 
㊞ 

    ：   ～ 

入院中の場合は、 

状態が安定してから調査を行います。 

・入院した日  

・病室  

・退院予定日（目途） 

・主治医の許可 を必ずご記入ください。。 

お電話する時間帯の指定は

できません。 

更新の場合は、原則記入不要です。 

（心身の状況等で、特に伝えたいこ

とがあればご記入ください） 

＊調査日時の確認の電話 ☑希望する □不要 



伊賀市地域包括支援センター（総務調整係）

Tel ：0595-22-9710 Fax 0595-24-7511
Mail ：houkatsu-shien@city.iga.lg.jp

問合せ

伊賀市内にある様々な福祉情報（様々なインフォーマルサービス・介護サービス）の検索画面ができました。
お近くの福祉事業所などをパソコンやスマートフォンでお手軽に検索することができます。

伊賀市にある 福祉情報 が

検索できるようになりました。

① 市のホームページにアクセス
https://www.city.iga.lg.jp/0000013828.html

② 受入れ空きも検索できます
https://chiiki-
kaigo.casio.jp/iga/announcements/4073

受入れ空き情報は、
事業者様自ら更新することができます

・住所からの距離 ・お住いのエリア
・カテゴリー（サービス分類）
・キーワード など、様々な条件を
組み合わせても検索できます

マップ表示

検索

印刷

様々なインフォーマルサービスが
検索できます

【資料６】



伊賀市介護人材確保・定着に係る支援金について

～介護支援専門員の資格取得及び資格更新費用への支援～

２０２６（令和８）年６月２３日

伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課

【資料７】



支援金制度創設の目的

資格取得や資格更新等に係る費用の支援を行うことで、新規資格取得者や資

格所有者の負担軽減を図り、業務を続けていくモチベーションを維持します。

それにより、ケアマネジャーの減少に歯止めをかけ、さらには、他自治体からの転入

や新規資格取得者の増やし、市内のケアマネジャーの人数を増加させることを目的

に実施します。

少子高齢・人口減少社会の到来により、将来的には全国的に多くの

介護人材不足が深刻化します。

伊賀市ではその前に歯止めをかけます！



支援金制度の対象者は？

・下記のすべてに該当する個人（居住地及び介護支援専門員の登録地は問わない）

・市内に所在する介護保険サービス事業所等を運営し、下記のすべてに該当する個人を

雇用しているもの

1．市内の介護保険サービス事業所等において、現に介護支援専門員の資格を活用した業務

に6月以上従事している者、又は今後当該業務に6月以上従事する見込みのある者

2．交付決定後、市内の介護保険サービス事業所等で介護支援専門員の資格を活用した業

務に1年以上継続して従事する意思を有する者

3．市内の介護保険サービス事業所等を運営する法人に直接雇用されている者

4．同一の介護支援専門員研修の受講において、当該支援金の交付を受けておらず、かつ、

国、都道府県及び本市以外の市区町村から当該支援金と同様の支援を受けていない者

5．市税等の滞納がない者



対象となる経費は？

・下記の試験の受験費用もしくは研修受講費用について支援を行います。

1．介護支援専門員実務研修（受講試験を含む）・・・70，000円

2．介護支援専門員再研修・・・44，000円

3．介護支援専門員専門（更新）研修Ⅰ・・・40，000円

4．介護支援専門員専門（更新）研修Ⅱ・・・28，000円

5．主任介護支援専門員研修 ・・・49，000円

6．主任介護支援専門員更新研修・・・34，000円

※1については、受験後合格し介護支援専門員実務研修を修了した者に限ります。

※3～6については個人からの申請に限ります。

※金額は全て上限額です。



支援率はどれくらい？

1．介護支援専門員実務研修（受講試験を含む）・・・70，000円

2．介護支援専門員再研修・・・44，000円

上記の研修については、記載金額を上限として、100％支援します。

3．介護支援専門員専門（更新）研修Ⅰ・・・40，000円

4．介護支援専門員専門（更新）研修Ⅱ・・・28，000円

5．主任介護支援専門員研修 ・・・49，000円

6．主任介護支援専門員更新研修・・・34，000円

上記の研修については、記載金額を上限として、その50％を上限に支援します。



申請にあたっての注意点

1.対象経費の支払を証する領収書等の写しを保管しておいてください。
申請にあたり必要となりますので、必ず保管しておいてください。

2.申請期間が限られていますので、必ず期間内に申請してください。
資格取得等に係る介護支援専門員研修を修了した日又は介護支援専門員証の交付を受けた日
から起算して１年以内の申請になります。

3.資格更新及び主任介護支援専門員の場合は申請できない場合があります。
三重県において、資格更新に係る研修及び主任介護支援専門員の取得及び更新の費用について
事業所への補助制度があります。事業所負担がある場合は市への申請ができません。

４.支援金交付後に、交付が取り消される場合がありますのでご注意ください。
支援金の交付を受けたのちに、一定期間の就労がなく退職等された場合や、同一の補助金等を支給
されていたことが判明した場合は返還を求める場合があります。



★詳細については、伊賀市ホームページをご覧ください。

★申請時期や申請方法等については、市のホームページ
で後日案内いたします。

★本支援金を有効にご活用ください。

★Instagram（伊賀市でふくし）等のSNSでも本制
度をお知らせしています。ぜひご覧ください。





① 各種届出様式について

② 電子申請届出システムについて

➂ 令和８年度介護事業実態調査（介護従

事者処遇状況等調査）へのご協力依頼

④ 生産性向上セミナーのご案内

⑤ 窓口開庁時間短縮について

⑥ 個別避難計画について
令和８年６月23日

伊賀市健康福祉部介護高齢福祉課

＜資料８＞



①各種届出様式について
電子申請届出システムの運用開始に合わせ、届出様式を厚生労働大臣が定める標準様式に変更して

います。

各様式については伊賀市ホームページにて掲載していますので、

届出の際は必要な様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。

なお、電子申請・届出システムで申請する場合は、申請書は電子申請の入力により代替されますが、
それ以外の方法により申請する場合は、申請書の作成が必要となりますのでご注意ください。



・トップページの検索にて「電子申請・届出システム」で検索。
→「介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」の運
用開始について」ページ下部に、事業所別ページへのリンク掲載



○届出が必要な事項について

①新規指定申請 添付書類はホームページ掲載のチェックリスト参照（※）

②更新申請 添付書類はホームページ掲載チェックリスト参照

③廃止・休止申請 届出書及び廃止・休止時点の利用者の移管先リスト（※）

④再開申請 届出書及び、休止前と変更があれぱそれに係る変更届と添付書類（※）

⑤加算に係る体制届

体制届出書及び体制等状況一覧表。加算内容により、算定条件の根拠として必要な添付
書類

⑥変更届 変更内容に合わせた添付書類が必要（別添資料参照）

（※）…原則として、介護高齢福祉課に事前の相談が必要です。



変更届出と添付書類について

詳細は別添資料参照。

原則として、「変更届出書」に「変更があった事項」として記載がある項目につい
ては変更届出を提出してください。



届出の期限について

①新規指定申請…事業開始日の1か月前まで

※新規開設の場合、事前の相談が必要です。事業所の種類によっては別途審査等を要す
るため、必ず事前に相談してください。

②更新申請…更新期日の1ヵ月前まで

③廃止・休止申請…廃止・休止の1ヵ月前まで

④再開申請…再開した日から10日以内

⑤加算に係る体制届

加算を新規に開始する場合…前月15日まで

加算を取り下げる場合（人員欠如による減算等）…判明した時点で速やかに

⑥変更届…変更日から10日以内

いずれの届出も、遅れる場合や緊急の事情がある場合は、個別にご相談ください。



廃止・休止届出書について

・廃止する場合

「廃止する年月日」＝事業を行う最終日

例：3月31日で事業終了→「3月31日にて廃止」

・休止する場合

「休止する年月日」＝休止予定期間の初日

例：4月1日から9月30日まで休止→「4月1日休止」

※休止届出書提出後、再開の見込がない場合は廃止届を提出してください。
なお、指定の有効期限を超えて休止することは原則としてできません。
（例：事業所の指定有効期限が2026年10月31日の場合、10月31日を
超えて休止の継続はできない）



変更届出添付書類（居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所向け）

付表
登記事項
証明書

勤務体制
及び勤務
形態一覧
表

従業者の
資格証明
書の写し

平面図
設備・備
品等一覧
表

運営規程

協力医療
機関との
契約内容
の写し

福祉用具
の保管及
び消毒方
法

誓約書 役員名簿
介護支援
専門員一
覧

当該サー
ビスに係
る付表

※変更が
あった時
点の全員
分につい
て記載

変更後の
写真も添
付

委託の場
合は委託
契約書

必ず介護
支援専門
員証の番
号を記載

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○

※該当者
分

○ ○

○ ○
○

※該当者
分

定員の変更 ○ ○ ○
○

※必要な
場合

○

営業日・営
業時間の変
更

○ ○ ○ ○

従業員の職
種・員数及
び職務内容

○ ○ ○ ○

その他 ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ 必要に応じて適宜

利用者の推定数

事業所（施設）の管理者の氏名、生年月
日及び住所

サービス提供責任者の氏名、生年月日、
住所及び経歴

協力医療機関・協力歯科医療機関

福祉用具の保管・消毒方法（委託してい
る場合にあっては、委託先の状況）

運営規程

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地

主たる事務所の所在地

代表者（開設者）の氏名、生年月日、住
所及び職名

登記事項証明書・条例等（当該事業に関
するものに限る。）

事業所（施設）の建物の構造及び専用区
画等

備品（訪問入浴介護事業及び介護予防訪
問入浴介護事業）

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

役員の氏名、生年月日及び住所

その他（電話番号等）



変更届出添付書類（地域密着型サービス事業所向け）

付表
登記事項
証明書

勤務体制
及び勤務
形態一覧
表

従業者の
資格証明
書の写し

管理者の
経歴書

認知症研
修等修了
証

※小規模
多機能は
計画作成
担当者研
修、GH
は実践者
研修の写
し

平面図
設備・備
品等一覧
表

運営規程

協力医療
機関との
契約内容
の写し

介護老人
福祉施
設、介護
老人保健
施設、介
護医療
院、病院
等との連
携・支援
体制の概
要

誓約書 役員名簿
介護支援
専門員一
覧

当該サー
ビスに係
る付表

※変更が
あった時
点の全員
分につい
て記載

変更後の
写真も添
付

必ず介護
支援専門
員証の番
号を記載

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
○

※該当の
管理者分

○
※該当の
管理者分

○
※該当の
管理者分

○ ○

定員の変更 ○ ○ ○ ○

営業日・営
業時間の変
更

○ ○ ○ ○

従業員の職
種・員数及
び職務内容

○ ○ ○ ○

その他 ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
○

※該当者
分

○ ○

○ ○ ○ ○

○ 必要に応じて適宜

事業所（施設）の建物の構造及び専用区
画等

事業所（施設）の管理者の氏名、生年月
日及び住所

運営規程

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地

主たる事務所の所在地

代表者（開設者）の氏名、生年月日、住
所及び職名

登記事項証明書・条例等（当該事業に関
するものに限る。）

協力医療機関・協力歯科医療機関

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
介護医療院、病院等との連携・支援体制

計画作成担当者（介護支援専門員）の氏
名及びその登録番号

役員の氏名、生年月日及び住所

その他（電話番号等）



変更届出添付書類（総合事業サービス事業所向け）

付表
登記事項
証明書

勤務体制
及び勤務
形態一覧
表

従業者の
資格証明
書の写し

サービス
提供責任
者の経歴
書

平面図
設備・備
品等一覧
表

運営規程

協力医療
機関との
契約内容
の写し

誓約書 役員名簿
介護支援
専門員一
覧

当該サー
ビスに係
る付表

※変更が
あった時
点の全員
分につい
て記載

※介護福
祉士登録
証の写し
も可

変更後の
写真も添
付

必ず介護
支援専門
員証の番
号を記載

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
○

※該当の
管理者分

○ ○

定員の変更 ○ ○ ○ ○

営業日・営
業時間の変
更

○ ○ ○ ○

従業員の職
種・員数及
び職務内容

○ ○ ○ ○

その他 ○ ○

○ ○
○

※該当者
分

○
※該当者
分

○ ○ ○ ○

○

役員の氏名、生年月日及び住所

その他（電話番号等） 必要に応じて適宜

サービス提供責任者の氏名、生年月日、
住所及び経歴

事業所（施設）の建物の構造及び専用区
画等

事業所（施設）の管理者の氏名、生年月
日及び住所

運営規程

登記事項証明書・条例等（当該事業に関
するものに限る。）

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地

主たる事務所の所在地

代表者（開設者）の氏名、生年月日、住
所及び職名



厚生労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求（加算届出を含む。）に関連する申請

届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請届出を簡易に行うことがで

きるよう、「電子申請届出システム（以下、本システム）」を令和４年度下半期より運用開始し

ています。伊賀市でも、令和8年2月（受付開始時点）より、「電子申請届出システム」による介

護事業所の指定申請等の受付を開始します。※受付開始時期については早まる可能性があります。

募集情報等提供事業者の皆さまへ

介護事業所の指定申請等の
「電子申請届出システム」による受付を開始します！

令和8年2月～受付開始予定

介護事業所・地域包括支援センターの皆さま

●介護事業所の文書負担軽減につながります

介護事業所

✓ オンライン上の申請届出により、郵送や持参等の手間が削減されます
✓ 複数の申請届出を本システム上で行うことができます
✓ 一つの電子ファイルを複数の申請届出で活用でき、書類の作成負担が大きく

軽減されます
✓ 申請届出の状況をオンライン上でご確認いただけます
✓ 上記、削減できた手間・時間を、サービスの質の向上にご活用いただけます

●本システムより受付可能な電子申請・届出の種類

指定権者によって実際の画面とは異なる場合があります。詳細はホームページをご確認ください。

●本システム利用時の画面イメージ

新規指定申請 変更届出 更新申請
その他申請
届出※1

加算に関する
届出

他法制度に
基づく申請届出

様式・付表の
ウェブ入力ができます！

老人福祉法・障害者総合支援法等
に基づく申請届出も可能です！

添付書類も一緒に提出
することができます！

（特定）処遇改善加算等
の届出も可能です！

伊賀市

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

登記事項証明書のご提出の際には、法務省「登記情報提供サービス」をご利用ください。

✓ 行政機関等へのオンライン申請等の際に、当サービスによって取得した登記情報を
登記事項証明書に代えて申請することができるサービスです。

✓ ご利用のためには利用登録が必要です。お早めにご登録ください。
https://www1.touki.or.jp/gateway.html

https://www1.touki.or.jp/gateway.html


募集情報等提供事業者の皆さまへ

介護事業所・地域包括支援センターの皆さま

●本システムは、gBiz ID（プライム・メンバーのいずれか）よりログインい
ただきます。

●gBiz IDは電子申請届出システム以外の省庁・自治体サービスでもご活用い
ただけます。

gBiz IDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
gBiz IDを取得すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできます。
本システムのログインの際にも、gBiz IDアカウントをご使用いただきます。
本システムでご利用できるGビズIDのアカウント種類は、 「gBiz IDプライム」と「gBiz IDメン
バー」のみになります。

●gBiz ID（プライム）の申請の流れ

本システムの利用のためには、まずgBiz IDプライムの申請が必要です。
（gBiz IDメンバーのアカウントは、gBiz IDプライムが作成します。）
gBiz IDプライムの申請の流れは以下の通りです。
gBiz IDプライムは書類審査が必要であり、審査期間は原則、２週間以内のため、予めIDを取得
しておくことをお勧めします！

●詳細についてはデジタル庁 gBiz IDホームページ（https://gbiz-
id.go.jp/top/）をご参照ください。

【gBiz IDを活用して利用できる代表的な省庁サービス】（令和５年８月時点）

厚生労働省
「雇用関係助成金

ポータル」

日本年金機構
「社会保険手続き
の電子申請」

中小企業庁
「中小企業者認定・
融資電子申請システ
ム(SNポータル)」

中小企業庁
「IT導入補助金
2023」

厚生労働省
「食品衛生申請等

システム」

【本システムのログイン画面イメージ】

「電子申請届出システム」のご利用のためには、
デジタル庁 gBiz IDの取得が必要です。

お早めにご取得ください！

アカウント申請
に必要なものを

準備する

パソコンにて
gBiz IDプラ
イム申請書を
作成する

申請書を印刷
し・押印する

申請書と印鑑
（登録）証明
書を郵送する

審査完了
メール受取り

パスワード
登録完了

伊賀市

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/


➢ 調査対象となった介護サービス施設・事業所には、７月下旬頃から調査票をお届けします。

※本調査は無作為抽出調査のため、8月上旬までに調査票が届かない事業所は今回の調査対象ではございません。
※法人本部（本社等）宛への一括送付の届出については、別紙２をご覧ください。

介護サービス施設・事業所の皆さまへ 別紙１

令和８年度 介護従事者処遇状況等調査
についてのお知らせ

厚生労働省では本年７月に「令和８年度 介護従事者処遇状況等調査」を実施します。

集計・分析
～８月末まで
調査票回答・提出

介護報酬へ反映
７月下旬

調査票の送付
報酬改定の検討

調査票が届いた介護サービス施設・事業所の皆さまにおかれましては、
本調査へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

➢ 本調査は、令和９年度介護報酬改定のための基礎資料等として活用される
大変重要な統計調査です。



※統計法第４１条により、回答いただいた調査報告の秘密は厳守され、行政上の経営管理や税務調査のための資料といった、統計の作成以外の
目的に使用することはありません。

介護従事者処遇状況等調査とは

調査票のサンプルはこちら

【厚生労働省ＨＰ】
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001695736.pdf

介護サービス施設・事業所の皆さまへ

✓ 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書（令和７年度及び令和８年度）

✓ （処遇改善計画書の内容に変更があった場合のみ）変更に係る届出書

✓ 令和７年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 計画書・実績報告書

✓ 令和７年７月及び令和８年７月の利用者数等が分かる資料

✓ 令和７年７月及び令和８年７月の職員への給与支給を管理している資料

（賃金台帳など）

✓ 令和８年７月の職員の勤務状況が分かる資料（職員名簿、シフト表など）

ー回答に必要な資料ー

調査にご回答いただくにあたり、

右記の資料を事前にご用意いただくと

スムーズに回答いただけます。

ー調査の内容ー

• 介護従事者等の給与等の状況
• 介護職員等処遇改善加算の届出の状況
• 令和７年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境
改善支援事業の申請状況

• 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況
• 介護従事者等の給与等の状況（基本給の額、

 手当の額、一時金の額等）



傘下の調査対象事業所分の調査票が、
法人本部（本社等）にまとめて送付されます

調査開始前に「一括送付」の届出を受付します

「一括送付」とは、事前に届出いただいた法人本部（本社等）宛に、傘下の調査対象事業
所分の調査票をまとめて送付する仕組みです（下図①）

② 通常の調査票送付の場合（一括送付の届出なし）

① 一括送付を届出した場合

→調査票が各調査対象事業所に直接送付されます

厚
生
労
働
省
（
調
査
事
務
局
）

調査対象事業所

本社等

傘
下
事
業
所
Ａ

傘
下
事
業
所
Ｂ

傘
下
事
業
所
Ｃ

傘
下
事
業
所
Ｄ

傘
下
事
業
所
Ｅ

傘下事業所が１箇所のみの場合でも、
届出が可能です。

→調査票が法人本部宛に送付されます

別紙２法人本部の皆さまへ

※ 「一括送付」の届出は必須ではなく、任意です。

「一括送付」が不要の場合は、通常の送付方法（上図②）にて調査対象事業所宛に調査票を

送付いたしますので、届出の必要はありません。

※ 「一括送付」の届出は、傘下に施設・事業所を有する法人本部（本社等）のみが可能です。

傘下に属する各施設・事業所からの届出は受け付けておりませんので、ご留意ください。

ーご留意事項ー



法人本部（本社等）の方にもご協力いただくことで、より円滑に回答ができるようになります
ので、積極的にご活用いただくようお願いいたします。

法人本部の皆さまへ

「一括送付」手続き以降の流れ

・ 調査事務局より、法人本部ご担当者様へ、調査対象となった事業所をお知らせ
いたします。

・ 法人本部宛（届出書記載の住所）に、調査対象となった事業所の調査票がまとめて
送付されます。

・ 調査票を記入いただき、オンライン又は郵送にてご提出をお願いします。

Step 2 届出書の記入・提出

Step 3 調査対象事業所のお知らせ

Step 4 調査票の受取

Step 5 調査票の提出

６月１９日まで

７月下旬頃～

８月２８日まで

Step 1 届出書のダウンロード

※Step3と4は前後する場合があります。

【一括送付の届出方法】

① 下記のＱＲコードまたはＵＲＬを入力し、届出書をダウンロードしてください。

② 届出書に必要事項を記入の上、提出先メールアドレス宛までお送りください。

【厚生労働省ＨＰ 一括送付の仕組みの創設について】

【提出期限】６月１９日（金）まで https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/78-23_shikumi.html

【提出先】kaigo-survey@mhlw.go.jp

届出書のダウンロードはこちらから



はじめの一歩を踏み出そう！

生産性向上
ビギナーセミナー

生産性向上
フォローアップセミナー
(講義形式)

本セミナーについて

参加無料・Web開催

＜メイン講師＞
株式会社TRAPE 
代表取締役/CEO/CWD 

鎌田大啓 氏
大阪大学 医学部保健学科 医学系研究科 
招聘教員（現任）

介護現場の生産性向上、働き方改革、
専門人材育成、Well-Being教育など
を通じて各方面で介護の業界をリード
している。

▶▶ 詳細・申込・問い合わせは公式HPへ

厚生労働省 令和８年度 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式　

2026 2026 

セミナー事務局：株式会社NTTデータ経営研究所

人材不足
時代に選

ばれる職
場づくり

目指すの
はご利用

者様と職
員の笑顔

。



ビギナーセミナー フォローアップセミナー(講義形式)

対象

開催⽇程（全⽇13:30〜15:30、Zoom開催） 開催⽇程（全⽇13:30〜15:30、Web開催）

プログラム プログラム

回 開催日 申込締切

第１回 7⽉1⽇（水） 6⽉24⽇（水）17:00

第２回 7⽉7⽇（火） 6⽉30⽇（火）17:00

第３回 7⽉15⽇（水） 7月 8⽇（水）17:00

第４回 7⽉17⽇（金） 7⽉10⽇（金）17:00

第５回 7月27⽇（⽉） 7月21⽇（火）17:00

第６回 7月30⽇（⽊） 7⽉23⽇（⽊）17:00

回 開催日 申込締切

第１回 8⽉21⽇（金） 8⽉14⽇（金）17:00

第２回 8⽉24⽇（⽉） 8⽉17⽇（⽉）17:00

第３回 9⽉2⽇（水） 8⽉25⽇（火）17:00

第４回 9⽉4⽇（金） 8⽉31⽇（⽉）17:00

第⼀部

 ● ⽣産性向上ガイドラインを活⽤した業務改善の考え方
と取組⼿順の再確認（株式会社TRAPE）

第⼆部

 ● 現場の課題を⾒える化する、ゆるやかな因果関係図づ
くりワークショップ（株式会社NextCareConsulting、株式
会社NTTデータ経営研究所）

第三部

 ● 実⾏計画の作成をはじめよう（株式会社NextCare
Consulting、株式会社NTTデータ経営研究所）

第四部

 ● 全体のまとめ（株式会社TRAPE）

介護事業所等*の「経営層」及び「従業者」　（*介護事業
所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム）　
自治体、介護生産性向上総合相談センター　
関係団体 等

　　※　申込者には後日動画をご案内いたします

対象どなたでもご参加いただけます

※　下記のうち、いずれかの開催回にお申し込みください※　下記のうち、いずれかの開催回にお申し込みください

どなたでもご参加いただけます

介護事業所等*の「経営層」及び「従業者」　（*介護事業
所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム）　
自治体、介護生産性向上総合相談センター　
関係団体 等

　　※　申込者には後日動画をご案内いたします

第⼀部

 ● 介護現場の⽣産性向上における厚⽣労働省の取組等に
ついて（厚⽣労働省）

 ● 介護サービスの⽣産性向上の基本と取組のポイント
〜選ばれる職場づくりと持続可能な介護経営につなげる

業務改善の考え方と実践〜

（株式会社TRAPE）

第三部

 ● 課題の⾒える化、実⾏計画の作成方法の概要
（株式会社NTTデータ経営研究所）

第⼆部

 ● 介護現場の⽣産性向上の取組事業所による発表

ビギナーセミナー/フォローアップセミナー(講義形式) 詳細情報

▶▶ よくある質問（FAQ）はこちら

申込について
資料・開催案内・アーカイブ動画について
開催当日の入室について
キャンセル・振替について
参加者変更・メールアドレス変更について
参加証明について
その他



仲間と⼀緒に、実践しよう！

⽣産性向上
フォローアップセミナー
(ワーク形式)

本セミナーについて

参加無料・Web開催

＜メイン講師＞
株式会社TRAPE 
代表取締役/CEO/CWD  

鎌田大啓　氏

＜ワーク講師＞
株式会社NextCareConsulting 
代表取締役社長 

柳沼亮一　氏

株式会社NTTデータ経営研究所

※　本フォローアップセミナー（ワーク形式）は、講師や参加者と双方向にやり取りを行うワーク形式のため、傍聴参加を受け付
けておりません。　傍聴参加希望の方は、別途募集を行っている「フォローアップセミナー（講義形式）」へお申込ください。

▶▶ 詳細・申込・問い合わせは公式HPへ

厚⽣労働省 令和８年度 介護現場の⽣産性向上に関する普及加速化事業⼀式 

20262026

セミナー事務局：株式会社NTTデータ経営研究所

人材不
足時代

に選ば
れる職

場づく
り

目指す
のはご

利用者
様と職

員の笑
顔。



対象

第１回

第一部

生産性向上ガイドラインを活⽤した業務改善の考え方と取組

⼿順の再確認（株式会社TRAPE）

第⼆部

現場の課題を⾒える化する、ゆるやかな因果関係図づくりワ

ークショップ（株式会社NextCareConsulting、株式会社NTTデ
ータ経営研究所）

第三部

実⾏計画の作成をはじめよう（株式会社NextCareConsulting、
株式会社NTTデータ経営研究所）

第２回

第⼀部

これまでの取組の振り返り（株式会社NextCareConsulting、株式
会社NTTデータ経営研究所）

第⼆部

業務改善の「壁」の乗り越え方（株式会社TRAPE）

第四部

全体のまとめ（株式会社TRAPE）

第三部

実⾏計画の⾒直しと成果の取りまとめ方（株式会社NextCare 
Consulting、株式会社NTTデータ経営研究所）

第四部

全体のまとめ（株式会社TRAPE）

介護事業所等
　　　（介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム）　
　　　「経営層」　１名、「従業者」　１名以上

各回50事業所（先着順）

※　「経営層」と「従業者」両者の合同参加必須

※　下記のうち、いずれかの開催グループにお申し込みください。
※　第１回と第２回の両日の参加が必須。キャンセル不可

開催日程（全⽇13:30〜15:30、WEB開催）

定員

プログラム概要

これから生産性向上の取組を進めていこうとされている介護事業所等の方々を対象に、全2回の実践的なプロ
グラムを通じて、生産性向上の継続的な取組を実施するために必要な推進スキルの習得、課題の特定・解決策
の抽出方法、取組の実施計画作成等を支援するとともに、 地域におけるモデル事業所への育成を図ります。

参加者には、生産性向上の取組を進めるための事後課題を実施いただきます。また、セミナー期間中、事務局による
無料の個別相談を受けることが可能です。
全2回の参加及び課題提出（成果報告書）を完了した受講事業所には、事務局より修了証を発行する予定です。

フォローアップセミナー(ワーク形式) 詳細情報

▶▶ よくある質問（FAQ）はこちら

申込について
資料・開催案内・アーカイブ動画について
開催当日の入室について
キャンセル・振替について
参加者変更・メールアドレス変更について
参加証明について
その他

お申込の注意事項

フォローアップセミナー（ワーク形式）のお申込
にあたっては以下の同意が必要になります。

事後課題の提出・全2回の参加が必須
参加キャンセルは不可（参加メンバーの一部
の欠席・代理参加は可能です）
傍聴参加の申込は不可



開 庁 時 間 の 変 更

皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

持続可能な行政サービスの提供の実現に向けて、勤務体制の改善、職員の
働き方改革を進めることを目的として開庁時間を変更します。
短縮により確保した時間は、課題解決策の検討時間などに活用し、政策の質、

市民サービス向上をめざします。

2026（令和８）年９月１日（火）から

午前９時00分～午後４時30分
※電話受付については、2027（令和９）年４月１日（木）から変更します。
※毎週木曜日に実施している延長窓口（午後７時30分まで）は、令和９年度から廃止します。

対 象
施 設

市役所本庁舎、支所、
ハイトピア伊賀（施設内の行政窓口）、
ゆめが丘浄水場 管理本館（上下水道部）

伊 賀 市

変更後の開庁（行政窓口等受付）時間

（行政窓口等受付時間）

詳 し く は こ ち ら

Change of office opening hours
For more information, please scan the 2D code.

市役所的开所时间有变更，
详情请扫描二维码进行确认。

Mudará o horário de atendimento da prefeitura
Mais informações, escaneie o código 2D.

Cambio en el horario de atención de la Municipalidad
Para más información, por favor escanee el código 2D.

Giờ mở cửa cuả Toà thi c̣hính sẽ thay đôỉ
Đê b̉iết thêm chi tiết, vui lòng quét mã vac̣h 2 chiều.

▶



対象施設について

コンビニ交付サービスやオンライン申請について

伊賀市では、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどにあるマルチコピー
機で住民票の写し等が取得できるサービス（コンビニ交付サービス）を実施しています。

また、一部の手続きについては、オンライン上で申請できます。
詳しい情報は、以下の二次元コードからご覧ください。

コ ン ビ ニ 交 付 サ ービス オ ン ラ イ ン 申 請

所属名

8:00 - 18:00 9:00 - 16:30

本庁舎内の組織・所属 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

伊賀支所 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

東部サテライト 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

8:30 - 17:15 変更なし

阿山支所 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

河合地区市民センター（指定管理） 9:00 - 17:00 変更なし

8:30 - 17:15 変更なし

大山田支所 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

(月　曜)　8:30 - 17:15
(火～金)　8:30 - 18:00

変更なし

青山支所 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

南部サテライト 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

南部図書館
10:00 - 18:00

※月曜除く
変更なし

阿保地区市民センター 9:00 - 17:00 変更なし

7:00 - 23:00 変更なし

9:00 - 18:00 変更なし

生涯学習課・中央公民館 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

健康推進課 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

子育て支援室 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

9:00 - 17:00 9:00 - 16:30

2F 上野支所 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

マイナンバーセンター 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

ゆめが丘浄水場　管理本館 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

上下水道お客様センター 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

経営企画課 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

水道工務課 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

水道施設課 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

下水道課 8:30 - 17:15 9:00 - 16:30

上
下
水
道
部

ハ

イ

ト

ピ

ア

伊

賀

ハイトピア伊賀

5F（エレベーターホール自動ドア）

生涯学習センター

4F（エレベーターホール自動ドア）

保健センター

子育て包括支援センター

多文化共生センター

男女共同参画センター

本
庁

本庁舎（正面玄関・職員出入口）

支

所

及

び

支

所

を

含

む

施

設

（
上

野

支

所

を

除

く

）

新堂駅前複合施設（支所玄関）

島ヶ原支所（支所玄関）

阿山保健福祉センター（施設玄関）

大山田福祉センター（施設玄関）

青山複合施設（施設玄関）

変更後
開庁（館）
時間帯

施設名（場所）
区
分

施設名（建物） 変更前
開庁（館）
時間帯



より安心な地域をつくるために

高齢者や障がいのある人など災害時に配慮が必要な人のうち、「避難行動要支援者避

難支援プラン」に基づき作成した、避難の際に特に支援が必要と思われる人（避難行

動要支援者　※１）の名簿の情報を、本人や家族などの同意に基づき、避難支援等関

係者（※２）に平常時から提供することで、日頃からの見守りや、安否確認用名簿の

作成などの参考とし、各地域の自主防災活動に役立てます。

「個人情報の提供に関する同意書【様式第１号】」

避難支援等関係者への名簿情報の提供について、「同意します」または「同意しませ

ん」のどちらかを選び、同封の返信用封筒にて返送してください。情報提供に同意し

た人の名簿のみ避難支援等関係者へ提供します。ただし、災害時には同意していない

人の情報も提供します。

１．要介護認定３～５を受けている人

２．身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を

 所持する人（心臓、じん臓機能障害のみで該当す

 る人は除きます。）

３．療育手帳Ａを所持する人

４．精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する人

※その他、登録を希望される方は下記の問い合わせ先まで

　ご相談ください。(介護施設･障がい者施設等入所者は除く)

住民自治協議会 自主防災組織

自治会（区） 消防団

民生委員・児童委員 社会福祉協議会

警察 教育委員会

災害時における避難支援や安否確認はもとより、避難

支援等関係者の協力のもと、災害時の避難支援等が有

効に機能するよう、平常時における地域の自主防災の

取組（防災訓練や日頃からの見守り、支援方法の検討

など）に活用します。なお、名簿は避難支援等関係者

から申し出があった場合に提供します。

避難支援は避難支援等関係者の任意の協力によるもので、同意によって避難支援が必ずうけられる

ことを保証するものではありません。支援を必要とする人も「自分の身は自分で守る」という自助

の意識を持ち、自分や家族でできることは準備しておくとともに、日頃から地域の人と気軽に話が

できる関係づくりや、地域で開催される防災訓練などに積極的に参加しましょう。

介護高齢福祉課　　電話26-3939　　FAX 26-3950　　✉kaigo@city.iga.lg.jp

障がい福祉課　　　電話22-9656　　FAX 22-9662　　✉shougai@city.iga.lg.jp
13

制 度
の内容

避難行動要支援者名簿について

同意書
(同封)

避難行動要支援者名簿の対象者(※1)

情報の提供先（避難支援等関係者 ※２）

災害に備えて

名簿の活用

問い合わせ
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【様式第１号】（第４条、第９条関係） 

令和



「個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいか く

」を 

          考
かんが

えてみませんか？ 

個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
け い か く

とは、風水害
ふうすいがい

を想定し、 

高齢者
こ う れ い し ゃ

や障
しょう

がいのある人
ひ と

などのうち、災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

で 

は避難
ひ な ん

することが困難
こ んなん

な方
かた

（避難
ひ な ん

行動
こ う ど う

要支援者
よ う し え ん し ゃ

）につ 

いて、あらかじめ「 いつ ｣「 どこへ 」「 誰
だれ

と一緒
い っ し ょ

に 」「 どのように」

避難
ひ な ん

するのかを、具体的
ぐ た い て き

に決
き

めておく 

「命
いのち

を守
ま も

るための計画
け い か く

」です。 
 

災害
さ い が い

が起
お

きる前
ま え

に 

安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

に避難
ひ な ん

したいけど、 

自分
じ ぶ ん

や家族
か ぞ く

だけでは避難
ひ な ん

できない･･･ 

近所
き ん じ ょ

に心配
し んぱい

な人
ひ と

がいるけど 

自分
じ ぶ ん

ひとりでは助
たす

けてあげることは難
むずか

しい･・･ 
 

 

 

伊賀市
い が し

役所
や く し ょ

健康
け ん こ う

福祉部
ふ く し ぶ

                                                   

ハザードマップを確認
かくにん

しよう! 

住
す

んでいる地
ち

域
いき

の危
き

険
けん

な場
ば

所
しょ

を確
かく

認
にん

し、事
じ

前
ぜん

に避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

までのルート

を確
かく

認
にん

しましょう 

伊
い

賀
が

市
し

防
ぼう

災
さい

・情
じょう

報
ほう

アプリHAZARDON（ハザードン） 

市
し

からの避
ひ

難
なん

情
じょう

報
ほう

等
など

を確
かく

認
にん

し、夜
や

間
かん

に避
ひ

難
なん

場
ば

所
しょ

へ行
い

く

ことが危
き

険
けん

な場
ば

合
あい

は、２階
かい

に避難しましょう。 



◼ 他人
た に ん

に個人
こ じ ん

情報
じょうほう

を知
し

られるのが不安
ふ あ ん

ですが？ 

 作成
さ く せ い

した計画
け い か く

は、避難
ひ な ん

行動
こ う ど う

要支援者
よ う し え ん し ゃ

本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

の意向
い こ う

に基
もと

づき、避難
ひ な ん

支援
し え ん

に 

必要
ひつよう

な範囲
は ん い

で共有
きょうゆう

しますが、災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
き ほ ん ほ う

に基
も と

づき守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

が課
か

せられます。 

 

 

◼ 計画
け い か く

を作
つ く

ったら必
かなら

ず助
たす

けてくれるのですか？

支援
し え ん

が受
う

けられる可能性
か の う せ い

は高く
た か

なりますが、必
かなら

ずしも支援
し え ん

が受
う

けられるものではありません。 

また、避難
ひ な ん

支援
し え ん

の協力者
きょうりょくしゃ

が法的
ほうてき

な責任
せきにん

や義務
ぎ む

を負
お

うものではありません。 

しかし、計画
け い か く

を作
つ く

る過程
か て い

で話しあい
はな

、あなたの状況
じょうきょう

をみんなが知る
し

ことで、 

より良
よ

い支援
し え ん

の方法
ほ う ほ う

を考
かんが

えることができます。 

ぜひこの機会
き か い

に個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
け い か く

の作成
さ く せ い

について検討
け ん と う

をお願
ねが

いします。 

 

 

◼ 誰
だれ

が計画
け い か く

を作
つ く

るの？ 

まずは、ご本人
ほんにん

やその家族
か ぞ く

が主体的
し ゅ た い て き

に作成
さ く せ い

する必要
ひ つ よ う

があります。 

もし、自分
じ ぶ ん

たちだけでは作成
さ く せ い

が難
むずか

しい場合
ば あ い

は、ケアマネジャーや民生
みんせい

委員
い い ん

、地域
ち い き

の方
かた

等
な ど

が作成
さ く せ い

をサポートしますので気軽にお申
も う

し出
で

ください。 

 

問合
といあわ

せ先
さ き

 伊賀市
い が し

健康
け ん こ う

福祉部
ふ く し ぶ

 介護
か い ご

高齢
こ う れ い

福祉課
ふ く し か

  ☏26－3939 

                    障
し ょ う

が い 福 祉 課
ふ く し か

  ☏22－9656 

                   地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター ☏22－9710 

  



　　　　

携帯電話

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

いが　いちろう

住所 携帯電話 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

住所 携帯電話 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

構造【木造・鉄筋・鉄骨　階建】※寝室の位置、普段いる部屋等

9

【はじめに必ずお読みください】

 この個別避難計画は伊賀市へ提出されます。 

 災害発生時に、必ずしも避難支援がされることが約束されるものではありません。

 支援する側も、まずはご自身やご家族の安全確保が最優先となるため、可能な範囲での支援となります。

 また、法的な責任や義務を負うものではありません。

　            　続柄等（  　弟　 ）

伊賀市小田町3184-2 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇

性別

①

電話 0595-22-○○○○ FAX

自宅で想定される
ハザードの状況

　　　☑その他（　自宅横の幅90cmほどの川があふれる危険性がある　）

伊賀市個別避難計画

　0595-26-3939

　0595-26-3950

世帯状況

自宅電話

FAX

住　所

生年月日
大正・昭和・平成・令和

　　090-〇〇〇〇-〇〇〇〇

　　〇〇○○＠city.maru.maru.ne.jp

　☑　独居

　            　続柄等（  長男　 ）

伊賀市四十九町3184-1 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇

※関係機関記入欄

① ② □　自宅での避難

（土砂災害や浸水エリアにない
場合）

避難先
（指定避難所や親
戚・友人宅等）

電話

自宅の状況

・茶色の屋根で２階建て木造建築。築６０年くらいで、玄関前の門扉に「伊賀」の表札がある
・自宅の横には幅9０センチくらいの川がある
・自宅にいる時は１階の居間でほとんど過ごす。寝るのは１階の玄関入って左側の部屋

　□　同居家族あり　　　　　　　　　　人　（本人は含みません）

　　　☑洪水による浸水の危険が高い　　　　　　 □土砂災害の危険性が高い

伊賀　次郎

○○＠city.maru.maru.jp

長男の家 島ヶ原中学校

計画作成支援者 島ヶ原地域まちづくり協議会

　　三重県伊賀市　島ヶ原１２３４番地

緊
急
時
の
連
絡
先

伊賀　五郎

いが　　　　ごろう

　〒　519-1711

0595-26-○○○○
ふりがな

氏名

伊賀　一郎

■情報登録日：令和　　年　　月　　日　　　　　■情報更新日：令和　　年　　月　　日

　　町区　　○○組

西暦

②

いが　じろう

ふりがな
氏名

0595-22-○○○○

FAX

男・女

　　〔自治会名〕

ふりがな
氏　名

20　年　　1　月　　1　日 （　　80　　歳）

○○＠city.maru.maru.jp

0595-22-○○○○

記 入 例

この計画の情報は、ご本人の同意により避難支援者（署名欄に詳細）に情報提供されるため、事前に

了承を得た上でご記入ください



自宅

住所 携帯電話 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

住所 携帯電話 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

（本人又は代理人が署名）
※代理人の場合は続柄等（　　　）
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特記事項

・毎週月～金の９時から１７時までは○○デイサービスにいる。夜と土日は自宅にいる
・身長：178cm、体重：90㎏、体格は大きいほう

  私は、上記事項を個別避難計画として登録し、災害時の避難支援のため、地域の避難支援者（住民自治協議会、
自主防災組織、自治会（区）、消防団、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、医療・福祉専門職、警察、教育委
員会、避難支援時の協力者）へ情報提供がされることに同意します。

令和　8年　　　10月　　　1日

  署　名　　　　　伊賀　五郎

090-〇〇〇〇-〇〇〇〇 ○○＠city.maru.maru.jp

FAX 0595-26-○○○○島ヶ原　太郎

　            　続柄等（  隣の家 ）

伊賀市島ヶ原5678 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇 ○○＠city.maru.maru.jp

0595-26-○○○○

（３組代表
　川南　花子）
0595-26-○○○○

FAX
（３組代表
　川南　花子）
0595-26-○○○○

川南３組

　            　続柄等（ 自治会組織）

避
難
支
援
時
の
協
力
者

①

ふりがな
氏名

しまがはら　たろう

電話

②

ふりがな
氏名

かわみなみさんくみ

電話

　伊賀五郎の所属組

避難経路
避難場所
長男の家

避難時に配慮して
ほしい内容

（あてはまるものすべてに☑をつけてください）

☑ 介護保険の認定を受けている　【要介護状態区分：　　　要介護３　　　　】

□ 手帳所持　【障害名：　　　　　　　　　　等級：　　　　　　　　　　　】

□ 立つことや歩行ができない　　　　　☑ 音が聞こえない（聞き取りにくい）

□ 物が見えない（見えにくい）　　　　□ 言葉や文字の理解がむずかしい

□ 危険なことを判断できない　　　　　□ 顔を見ても知人や家族とわからない

□ その他
　特に配慮してほしい内容があれば詳細に記入してください。
　例：難病の特定医療費の支給認定を受けており、医療機器の装着等をしている

・声が聞き取りにくいので、メールで連絡をしてほしい。また、直接の会話は筆談でお願いします

避難時に持っていく
もの（自分で備える

もの）

☑ 薬、お薬手帳   □ メガネ　　  ☑ 補聴器　　□ 入れ歯           □口腔ケア（入れ歯ケア）

☑ おむつ            □携帯トイレ　□ 車いす　　□シルバーカー

□その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　】

〇〇商店

〇〇寺

〇〇川

〇〇橋

自宅

この計画の情報は、ご本人の同意により避難支援者（署名欄に詳細）に情報提供されるため、事前に了承を得た上でご記入ください
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